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委託 第２１１号 

防災行政無線直流電源装置蓄電池交換業務委託 

 

 

仕様書 

 

 

おいらせ町 木ノ下東 地内 

 

おいらせ町 

 

  



 本仕様書は、おいらせ町（以下「発注者」という。）が発注する「防災行政無線直

流電源装置蓄電池交換業務委託」（以下「本業務」という。）について適用するもの

とする。 

 

１．件名 

  委託 第２１１号 防災行政無線直流電源装置蓄電池交換業務委託 

 

２．履行期間 

  契約締結の翌日から令和７年１月３１日 

 

３．業務内容 

 (１)目的 

   町営霊園内に設置している防災行政無線設備の蓄電池の老朽化に伴い、交換

を実施するもの。 

 

 (２)業務内容詳細 

   次の防災行政無線設備の蓄電池の交換を行うものとする。また、交換後の動

作確認及び撤去した蓄電池の処分等を含むものとする。 

  １）防災行政無線（同報系）無線用直流電源装置蓄電池交換 

    蓄電池：MSE-200（７個）※同等品以上可 

    参 考：（直流電源装置型名） 

        高周波スイッチング式整流器 SFK-11-15.6-30-3VB 

  ２）防災行政無線（移動系）無線用直流電源装置蓄電池交換 

    蓄電池：MSE-100-6（８個）※同等品以上可 

    参 考：（直流電源装置型名） 

        高周波スイッチング式整流器 SSF11-53.5-50-3VB 

 

４．提出書類 

提出書類 提出時期 

１）業務主任担当者届 定めた後速やかに 

２）業務計画書及び業務工程表 契約締結後１４日以内 

３）着手届 業務着手時 

４）打合簿 業務変更又は確認が必要な都度 

５）完了届 業務完了後速やかに 

６）引渡書 完了検査合格後 

７）請求書 引渡し後 

８）その他監督職員が指示した書類 監督員の指示による 



５．代金の支払い 

  完了検査合格後、受注者の請求により一括支払いするものとする。 

 

６．その他 

 （１）契約額には、材料費及び施工費並びに処分費及びその他蓄電池交換に係る

一切の費用を含むものとする。 

 （２）本仕様書に定めのない事項で疑義等が生じた場合は、委託者と受託者で協

議のうえ決定するものとする。また、業務に関する協議等については、打合

簿により行うものとする。 

 


